
マスク着用の考え方の見直しに伴う市の対応 ①
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市感染症対策本部

【現在のマスク着用の基準】



マスク着用の考え方の見直しに伴う市の対応 ②

新型コロナウイルス感染症対策本部
における決定（２月１０日）

● マスクの着用は個人の判断に委ねることを
基本とする。

● 事業者が感染対策上又は事業上の理由等に
より、利用者又は従業員にマスクの着用を求
めることは許容される。

【マスクの着用の見直しの考え方等】

● 重症化リスクの高い人への感染を防ぐため
のマスク着用が効果的な場面があることに留
意すること。

● 個人の意思に反してマスクの着脱を強いる
ことがないよう、個人の主体的な判断が尊重
されるようにすること。

● ５月８日に予定されている新型コロナウイ
ルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に
伴い、業種別ガイドラインは廃止され、事業
者は自主的な感染対策に取り組むこととなる。



マスク着用の考え方の見直しに伴う市の対応 ③

対応方針（案）

２月１０日、新型コロナウイルス感染症対策本部において決定された「マスク
の着用の見直しの考え方等」に準じた対応をとるとともに、５月８日に予定され
ている新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う対応を先
行的に準備する。
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「マスクの着用の見直しの考え方等」を周知する。
また、今後の市の対応について、各所属ごとに市民等に周知して理解を得るよ

う努める。
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学 校 等

個人の判断(窓口等において市民と接する場合等
は、できるだけマスク着用を推奨)

個人の判断
現基準

(マスク着用)

（窓口・執務場所）アクリルパーテーション設置を維持

5/8以降の設置要領を決定

記録作成 3/13以降、記録作成は求めない。

会議等において設置は必要なし、身体的距離が
取れず会話をする場合はマスク着用を推奨

(案)
机上撤去
カウンター設置維持

＊マスク着用が効果的な場面があることに留意

文科省通知に基づき対応予定現基準で対応

＊ 市議会定例会における対応は、議会運営委員会、選挙に係る対応は選挙管理委員会で決定


